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【出願番号】特願2013-232448(P2013-232448)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  25/065    (2006.01)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月5日(2016.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線を備えた支持体と、
　前記支持体上に積層された第１半導体チップと、
　前記第１半導体チップ上に第１非導電性接着層を介して積層された中継基板と、
　前記中継基板上に第２非導電性接着層を介してフェイスアップ状態で積層された第２半
導体チップと、を有し、
　前記中継基板は、導電部と、前記導電部と電気的に接続された突起電極と、を備え、
　前記導電部は、前記中継基板の前記第２半導体チップと対向する面側に接続された金属
線を介して前記支持体上の配線と電気的に接続され、
　前記突起電極は、前記第２非導電性接着層を貫通して前記第２半導体チップの非回路形
成面と接して導通している半導体装置。
【請求項２】
　前記第１半導体チップは、前記支持体上にフェイスダウン状態で積層され、
　前記中継基板は、前記導電部と電気的に接続され前記第１非導電性接着層を貫通して前
記第１半導体チップの非回路形成面と接して導通する突起電極を備えている請求項１記載
の半導体装置。
【請求項３】
　前記第１半導体チップは、前記支持体上にフェイスダウン状態で積層され、
　前記第１半導体チップと前記中継基板の下面に設けられた前記第１非導電性接着層との
間に配置され、第３非導電性接着層を介して前記第１半導体チップ上に積層された第２中
継基板を有し、
　前記第２中継基板は、
　前記導電部と絶縁された第２導電部と、
　前記第２導電部と電気的に接続され前記第３非導電性接着層を貫通して前記第１半導体
チップの非回路形成面と接して導通する突起電極と、を備え、
　前記第２導電部は、第２金属線を介して前記支持体上の配線と電気的に接続されている
請求項１記載の半導体装置。
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【請求項４】
　前記中継基板は、樹脂で形成された基体を有し、
　前記導電部は、前記基体の前記第２半導体チップと対向する面側に形成された導体層で
ある請求項１又は３記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記中継基板は、樹脂で形成された基体を有し、
　前記導電部は、前記基体の両面に形成された導体層であり、
　前記基体の両面に形成された導体層は、前記基体に形成された貫通電極を介して電気的
に接続されている請求項２記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記中継基板は、導電性の金属板からなり、
　前記金属板が、前記導電部である請求項１乃至３の何れか一項記載の半導体装置。
【請求項７】
　突起電極は径が太い部分と径が細い部分とを有するバンプであり、
　前記径が太い部分側が前記中継基板と接続され、前記径が細い部分側が半導体チップと
接続されている請求項１乃至６の何れか一項記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第２半導体チップの平面形状は、前記中継基板の平面形状よりも大きい請求項１乃
至７の何れか一項記載の半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本半導体装置は、配線を備えた支持体と、前記支持体上に積層された第１半導体チップ
と、前記第１半導体チップ上に第１非導電性接着層を介して積層された中継基板と、前記
中継基板上に第２非導電性接着層を介してフェイスアップ状態で積層された第２半導体チ
ップと、を有し、前記中継基板は、導電部と、前記導電部と電気的に接続された突起電極
と、を備え、前記導電部は、前記中継基板の前記第２半導体チップと対向する面側に接続
された金属線を介して前記支持体上の配線と電気的に接続され、前記突起電極は、前記第
２非導電性接着層を貫通して前記第２半導体チップの非回路形成面と接して導通している
ことを要件とする。
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